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 ○   発明の名称を「グルコサミン含有パップ剤」とする特許出願について，審決が，引

用発明Ａのパップ剤の有効成分Ｌ－アスコルビン酸を，同じ美白剤として公知のグルコ

サミンに変更することは，容易になし得るなどとして，進歩性を否定したところ，引用

発明Ａは特定の有効成分に合わせて他の成分（架橋剤）を組み合わせたものであるから，

その有効成分を変更することが容易であるとはいえず，相違点の判断に誤りがあるとし

て，上記審決が取り消された事例  

 

（関連条文）   特許法２９条２項  

 

１ 本件は，原告が，発明の名称を「グルコサミン含有パップ剤」とする特許出願（特願

２００１－３１７９３０号）につき拒絶査定を受け，拒絶査定不服審判を請求するとともに

手続補正をしたが，請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。 

２ 審決は，本願発明と引用例Ａ（特開２００１－６４１７５号公報）に記載された引用

発明Ａとの相違点１，２を認定した上で，それらの相違点は容易に想到し得るとして，本願

発明の進歩性を否定したが，本判決の結論に関係するのは，相違点１の判断の当否である。

審決は，相違点１として，「本願発明における有効成分は，グルコサミンであるのに対し，

引用発明Ａにおける有効成分は，美白作用として機能するＬ－アスコルビン酸である点。」

を認定し，この相違点１について，引用例Ｂ（特開平１１－２４６３３９号公報）には，グ

ルコサミンがＬ－アスコルビン酸と同様に美白作用剤として機能することと，グルコサミン

及びＬ－アスコルビン酸はともに美白剤として従来から公知のものであることが記載され

ていることから，引用発明ＡのＬ－アスコルビン酸をグルコサミンに変更することは容易に

なし得ると判断した。 

３ これに対し，本判決は，次のとおり判示し，審決の上記判断は誤りであるとして，こ

れを取り消したものである。 

「引用発明Ａは，有効成分としてビタミンＣ又はその誘導体を用いる場合に特有の問題点

を解決するために，そのような目的に適する架橋剤を限定したものであって，特定の有効成

分と架橋剤の組み合わせに特徴があるパップ剤である。そして，引用例Ｂに，グルコサミン

とビタミンＣ（Ｌ－アスコルビン酸）はともに代表的な美白剤として従来から知られている

ことが開示されているとしても，グルコサミンは，ビタミンＣと化学構造等の理化学的性質

が類似するわけではないから，パップ剤中での金属架橋剤との相互作用が同様であるとは考

えられない。 

したがって，ともに美白剤として知られているというだけで，当業者にとって，引用発明

Ａの有効成分であるビタミンＣ又は誘導体をグルコサミンに変更することが容易に想到し



得るとはいえず，取消事由２は理由がある。」 


